
 締切：3月 2日 

  
    

 
 
 
 

「あいち森と緑づくり税」を活用し、ＮＰＯ、ボランティア団体や

市町村が行う自発的な森と緑の保全活動や環境学習を対象として、

2026年度交付対象事業の企画提案を募集します。 
 

□ 募集期間 

2026年２月２日（月）から３月２日（月）午後５時 30分まで（必着） 

 

□ 対象事業 

区分 名称 事業内容の例 

環境 

保全 

活動 

①森・緑の育成活動事業 

多様な生物が生息・生育するための植物等の保全活動、ビオ

トープ及び周辺の自然環境の整備、新たな育成活動に向けた

調査、自然環境管理計画の策定 等 

環境 

学習 

②水と緑の恵み体感事業 
山・川・海のつながりを理解するための流域での体験学習の

実施 等 

③森林生態系保全の学習事業 
自然観察会等を通じた森林生態系保全に関する環境学習の

実施 等 

緑の 

教室 
④太陽・自然の恵み学習事業 

緑のカーテンなど植物（緑化）の生育実習と環境学習講座の

実施、木質バイオマスである薪・炭等作り及び利用体験を通

じた環境学習講座の実施 等 

独自 

提案 

⑤独自提案による環境保全活

動・環境学習事業 

上記の①～④に該当しない創意工夫を凝らした独自の生物多

様性に関連した環境保全活動及び環境学習事業 

◆ 間伐、除伐、植樹及び木工体験等の事業については、「生態系の保全やふれあいの場の創出」又は「森

林生態系保全の大切さや手法を学ぶこと」を目的とし、その効果が認められるものに限り交付対象

とします。 

 

 

 

  

 

 

環境学習に取り組む様子                   緑のカーテンを育てる子どもたち 

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

2026年度交付対象事業の企画提案を募集します！  



□ 応募の方法 

実施計画書（あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業実施要領 別記様式１）を３部、

主な事業実施場所を所管する東三河総局（新城設楽振興事務所を含む。）又は県民事務所（名

古屋市内の取組は環境活動推進課）に郵送又は持参してください。 

 

□ 事業の選定 

県が実施計画書を審査し、2026 年４月中を目途に交付対象事業を選定の上、選定結果を通

知します。 

 

□ 注意事項 

・応募の際は、募集要領、実施要領及びＱ＆Ａを必ず御確認ください。応募様式も含め、

県のウェブページから入手できます。応募に当たっては必ず最新の様式を御利用くださ

い。 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/2026morizeikikakubosyu.html 
・本事業は、2026年度予算成立を前提としていることから、予算の内容に応じて事業内 

容等に変更が生じることがあります。 
 

□ 問合せ先 

内容 連絡先 電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

全体・事業⑤について 
愛知県環境局環境政策部 

環境活動推進課 調整・環境配慮行動グループ 
052-954-6241 

事業①③について   同   自然環境課 国際連携・生態系グループ 052-954-6229 

事業②について 
  同   水大気環境課 生活環境地盤対策室 

三河湾環境再生グループ 
052-954-6220 

事業④について 愛知県環境局 地球温暖化対策課 調整・企画グループ 052-954-6213 
 

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金の概要 

対象団体 

ＮＰＯ、ボランティア団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組

合、自治会、私立学校等（愛知県内に拠点を置く、5人以上の団体）

及び市町村 

交 付 率 事業実施に必要な経費（人件費等を除く）の 10／10以内 

対象経費 

対象事業の実施に必要な経費（消耗品・資材・用具等の購入・借

上・維持修繕費、広報・印刷費、活動のための交通費、講師謝金

等） 

限 度 額 

１団体あたり年 110万円 

・ただし、前年度から本交付金事業を継続実施する団体は80万円、2021年度以前

から継続して実施する団体(継続６年以上の団体)は70万円 

・「④太陽・自然の恵み学習事業」のうち、緑の生育を通じて実施する事

業については、1団体当たり110万円（前年度から継続実施する団体につ

いては80万円（６年以上継続実施する団体については70万円））と、事

業実施箇所（校）数に30万円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額  


